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防災先導のまちづくりを目指して
　～「事前防災」と「事前復興」で

取り組む防災・減災対策～

公益社団法人 全国防災協会　理事

北海道むかわ町長　竹
た け

中
な か

　喜
よ し

之
ゆ き

1 ．はじめに
　この度は、全国防災協会機関誌「月刊防災」への
寄稿の機会をいただきましたことに感謝を申し上げ
ます。
　2００6年 3 月に合併により誕生したむかわ町は、北
海道太平洋沿岸西部の道央圏南方に位置し、全国で
も屈指の清流度を誇る一級河川「鵡川」が南北に貫
流する山・川・海・平地と多彩な自然環境に恵まれ
た面積7１１.36平方キロメートルのまちです。
　まちの南北がおよそ５０㎞と縦長のむかわ町は北部
と南部で特徴が異なり、およそ7,2００万年前、白亜
紀後期の地層が分布する北部（穂別地区）では、全
長約 8ｍ、高さ約 4ｍの日本最大全身骨格恐竜化石
（新種新属）カムイサウルス・ジャポニクス（通称：
むかわ竜）が発掘され、国内では「にっぽん恐竜協
議会」を通じた加盟自治体との連携が構築されたほ
か、国際的な関心も高く、穂別博物館とモンゴル国
科学アカデミー古生物学研究所との国際交流促進事
業、リトアニア共和国アクメネ地域市との友好関係
がスタートするなどワールドワイドな展開が現在進
行形で続いています。
　海に面した南部（鵡川地区）では、古くからしし
ゃも（北海道太平洋沿岸にのみ生息する日本固有
種）の加工販売が盛んで、１０月から１１月の漁期には
簾干しされたししゃもを買い求める多くの観光客で
溢れ、産地ならではの名物料理「ししゃも寿司」を
提供する店舗には長蛇の列ができるなど賑わってき
ましたが、近年の海水温の上昇などから記録的不漁
となり、2０23年に引き続き本年も資源保護のため休
漁を余儀なくされている状況です。
　農水産物ではししゃも（鵡川ししゃも）とメロン
（穂別メロン）が地域団体商標登録されているほか、
ほぼ通年漁獲されるほっき貝、春にはレタスやアス
パラ、夏のトマト、秋のお米や長いも、冬のニラや
ホタテ貝など、四季を通じて多くの農水産物が生産・
水揚げされる食の宝庫でもあります。

むかわ町 位置図

カムイサウルス・ジャポニクス（通称：むかわ竜）

ししゃも すだれ干し
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２ ．むかわ町における主な災害記録（合併後）
⑴　降雨災害
　北海道中部を中心とした前線の停滞に伴い、2００6
年 8 月１8日未明から１9日午前 2時頃まで胆振東部・
日高西部は記録的豪雨となり、連続降水量3１０㎜、
時間最大降水量５7㎜を記録、床上・床下浸水、町道
被害、農業用排水路決壊、橋梁流失、田畑埋没・冠
水被害など被害総額１8億 3 千万円となりました。
　また、2０１6年 8 月１7日に台風第 7号、同月2１日か
ら23日までの間に台風第１１号、台風第 9号が続けて
北海道に上陸し、台風第 7号に伴う連続降水量は96
㎜、台風第１１号と台風第 9号に伴う 3日間降水量は
23１㎜となり、床下浸水、道路、河川、林道、水産、
農作物等被害など被害総額 7億円となりました。

⑵　地震・津波災害
　2０１１年 3 月１１日午後 2時46分に発生した東北地方

大平洋沖地震により大津波警報が発表され、むかわ
町では3.１ｍの津波が観測され、79世帯2１１人が避難
しました。人的被害は発生しませんでしたが、漁港
施設及び鵡川漁協施設被害など被害総額 8千万円と
なりました。

３ ．平成３０年北海道胆振東部地震
　2０１8年 9 月 6 日午前 3時 7分、胆振地方中東部を
震源とする内陸型直下地震が発生しました。地震の
規模を示すマグニチュードは6.7、最大震度は厚真
町の震度 7で、地震による揺れは関東にまで及び、
北海道で観測史上初めて震度 7を記録した地震とな
りました。
　この地震で震源地周辺では大規模な斜面崩壊が発
生したほか、札幌市などで液状化現象が発生、死者
44名、多数の被害が発生したほか、地震の影響で複
数の発電所が停止したことにより、北海道全域が停

ほべつメロン

胆振東部地震による山腹崩壊（厚真町）
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電となる「ブラックアウト」が発生しました。
　震源地の座標がむかわ町の区域内であったこの地
震では、むかわ町の震度は 6強であり、死者 １名、
重軽傷者277名、最大避難者数１,29５名、住家被害
3,486棟、公共土木、公共建築物、上下水道、農林
水産業、商工業、医療・社会福祉施設関連被害など
被害総額１93億 9 千万円となる大規模災害となりま
した。
　発災直後の対応では、事業者の協力を得て福祉避
難所を開設させるなど日頃からの防災対策が機能し
た部分もありましたが、受援力を意識した災害対応
の必要性を痛感したところです。
　復興に向けては生活再建を最優先課題として取り
組み、2０１9年 7 月には復興計画（～2０2５年度）を策
定、2０2１年に策定した総合計画「第 2次むかわ町ま
ちづくり計画」に復興計画を包含し、ビルド・バッ
ク・ベターの創造的復興・創生を目指すまちづくり
につなげています。
　また、全国で初となる被災した町営の高等学校生
徒寮生徒のための「仮設生徒寮」の建設など、多く
の困難を超え復旧のフェーズを終えることができた
のは、全国各地から有形無形の多大なるご支援の賜
であり改めて感謝を申し上げます。現在、町内にあ
る被災により一変した 2つの市街地を中心とした復
興拠点施設等整備事業をそれぞれ進行中であり、皆
様からの「支援を力に、力をかたちに」すべく、粉
骨砕身していく所存です。

４ ．防災への取り組み
⑴　タイムライン防災
　災害の発生を前提に防災関係機関が連携して災害

むかわ町復興計画の理念等

鵡川高校 仮設生徒寮

タイムライン 説明図
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時に発生する状況をあらかじめ想定し、防災行動と
その実施主体を時系列で整理するタイムライン防災
に取り組んでおり、水害タイムライン、地震津波（大
津波）タイムライン、新型インフルエンザ等対応タ
イムラインを作成・運用中であり、災害対応力の強
化を図っています。

⑵　防災情報の共有・多重化
　山間部を有するむかわ町では、テレビ難視聴地域
などの解消や防災情報を確実に届けるための施策と
して、地上デジタル放送設備や防災行政無線設備の
更新を行い安心な情報基盤の整備を進めてきたほ
か、テレビのハイブリッドキャスト機能を活用した
データ放送や JCスマートアプリの充実など、情報
伝達手段の多重化を進めてきました。

策も含めた「むかわ町事前復興計画」を策定中です。
災害が起きてしまったとき、復旧・復興の手順をあ
らかじめ想定しておくことで、町が目指す復興の姿
がイメージでき、住民の皆様、職員、支援者の皆様
が目指す方向がイメージできる「事前に災害に強い
まちづくり」を進めることで、将来のまちづくりを
先取りしていきます。
　事前復興計画は令和 7年 3月までに策定・公表す
るほか、ソフト・ハードを含めた津波避難対策につ
いても施策化し、年次で事業を実施していく考えで
あり、「なぜ、事前防災・事前復興なのか」を＋αし
た防災対策を今後も進めていきます。

ハイブリッドキャスト画面

⑶　防災協定による連携
　北海道胆振東部地震以降、包括連携協定を含む防
災に関する協定の締結を推進し、現在、6０を超える
関係機関と協定を締結しており、復興の推進、有事
における連携強化を図っています。

⑷　事前防災・事前復興
　災禍を受けたまちとして今後の災害発生に備え、
被災時の被害を最小限にする対策を講じる「事前防
災」、被災後に目指す復興のまちづくりを想定した
「事前復興」の 2つを柱に置き、防災先導のまちづ
くりを推進しています。
　「事前防災」では日常の防災訓練やタイムライン
を活用した効果的な防災活動や防災教育の充実を図
り、「事前復興」では日本海溝・千島海溝周辺海溝
型地震による大規模被災を想定し、発災後、迅速か
つ着実に復興できるよう北海道初となる津波避難対

５ ．結 び に
　地球温暖化等に伴う気候変動が加速化し、全国で
災害基準を超える豪雨が増加傾向にあります。北海
道は気候変動を＋2度に抑えるシナリオでも降水量
が全国（１.１倍）を超える１.１５倍と想定されています。
　これまでも被害軽減に向けて取り組んできた防
災・減災対策のほか、国土強靭化対策の一層の推進
に向け、「食糧基地北海道」の一端を成すむかわ町
としても、危機に煽られるのではなく、危機に備え
る「地方からのうねりの形成」に努めていきます。
　また、災害多発化の時代を迎え、石川県能登地方
での地震＋豪雨等に見られるような複合災害を想定
した備えも必要です。ハザードマップの活用等、日
常の備えを固め、災害や事前を含めた防災行動の理
解、注意・警戒を促す取り組みをいかに浸透させて
いくかなど、今後も町民の皆様の生命と財産が守れ
るよう努めてまいりますので、全国防災協会の皆様
には引き続き、ご指導賜りますようお願い申し上げ
ます。

むかわ町事前復興計画説明図
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国土交通省関係予備費使用概要
（10月11日閣議決定）

　令和 6年度予備費使用については、令和 6年に発
生した能登半島における低気圧と前線による大雨
（以下「能登半島における大雨」という。）等により、
１．災害を受けた道路・河川・上下水道・港湾に
ついて、国（権限代行を含む）及び地方公共団
体が施行する災害復旧事業に要する経費
2．災害を受けた土砂災害箇所における、国が施
行する砂防災害関連緊急事業等に要する経費
3．災害を受けた公営住宅等について、地方公共
団体が施行する災害復旧事業に要する経費

を計上。

○能登半島における大雨等
　・災害復旧等  3１2億円

※　□公は公共事業関係費である。
⑴　道路災害復旧事業

□公　国費　１4,4００百万円

　能登半島における大雨等により被災した、国
道249号沿岸部（権限代行区間）における通行
確保等に係る災害復旧事業を実施。また、令和
6年能登半島地震により被災した、能越自動車
道（権限代行区間）における本格復旧に向けた
災害復旧事業を実施。

⑵　道路、河川、上下水道の早期復旧

□公　国費　2,64０百万円

　能登半島における大雨により特に深刻な被害
を生じた石川県内において、地方公共団体によ
る道路、河川、上下水道の公共土木施設の本格
的な災害復旧を実施。

⑶　被災河川、土砂災害箇所における緊急対策等

□公　国費　１０,473百万円

　能登半島における大雨により、河川の埋塞や
施設損壊、土砂・洪水氾濫等により被害が生じ
たため、流域の地形状況の把握を行うとともに、
早急に対策を行う必要がある塚
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等について、石川県からの要請等を踏まえ、
新たに権限代行などによる緊急的な河道内土砂
撤去等や砂防工事を実施。
　また、令和 6年能登半島地震を受け、国によ
り対策を進めていた河

かわら
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について、
応急対策施設等が被災したため、追加の対策を
実施。

⑷　港湾災害復旧事業

□公　国費　3０５百万円

　能登半島における大雨により被災した輪
わ

島
じま

港
こう

において、大規模災害からの復興に関する法律
に基づく国の権限代行により、泊地等の災害復
旧を実施。

⑸　既設公営住宅等災害復旧事業

□公　国費　3,34５百万円

　令和 6年能登半島地震により被害を受けた公
営住宅等について、地方公共団体による本格的
な災害復旧を実施。

https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000277.html

https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000277.html
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https://www.bousai.go.jp/pdf/241030_seirei_01.pdf

「令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴風雨
及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに
対し適用すべき措置の指定に関する政令」について 

令和 6年10月30日 内閣府政策統括官（防災担当）

　「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に
関する法律」に基づき、別紙のとおり、当該災害を
激甚災害として指定し、併せて当該災害に対する適
用措置を指定する政令が10月25日（金）に閣議決定さ
れ、本日（10月30日（水））公布・施行されましたの

で、お知らせいたします。
※当該災害は、令和 6年 9月20日に「令和６年台風
第10号の暴風雨等による災害」として激甚災害の
指定見込みを公表したものです。また、適用措置
については、上記見込み公表から変更ありません。

1 ．激甚災害の指定
　令和六年八月二十六日から九月三日までの間の暴
風雨及び豪雨による災害
 （※令和６年台風第10号の暴風雨等による災害）

２ ．適用措置の指定
　【局激】
【適用措置】
①　公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財
政援助（法第 3条、第 4条）
　公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土

木施設災害復旧事業費国庫負担法等の根拠法令等に
基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。
（過去 ５カ年の実績の平均では公共土木施設等は70
％→83％に嵩上げ）
【対象地域】
　宮崎県椎

しい

葉
ば

村
そん

　　　　美
み

郷
さと

町
ちょう

３ ．スケジュール
　10月25日（金）　閣議決定
　10月30日（水）　公布・施行

激甚災害指定により適用される措置の概要　
（第 ３・ ４条）公共土木施設災害復旧事業等

＜通常の災害時の措置＞　（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等）
○公共土木施設（河川・海岸・砂防設備・道路・港湾・漁港・水道・下水道・公園等）、公立学校、公営住宅、生活保護・
児童福祉・老人福祉・障害者福祉等の施設の災害復旧事業、都道府県等が行う感染症予防事業、流入した土砂等や浸水
の排除事業等が対象
○公共土木施設災害復旧事業では、復旧費用の自治体の標準税収入に対する割合に応じ、段階的に国庫負担率を嵩上げ
○補助率　　7０％（地方負担分への交付税措置を加えると9８.５％）
　　　　　　　　（過去 ５カ年の実績の平均）

＜激甚災害指定時の措置＞
○補助率等を嵩上げ　　7０％ ⇒ ８３％（地方負担分への交付税措置を加えると99.２％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（過去 ５カ年の実績の平均）
　 ※プール計算方式　（個別事業ごとに補助率を嵩上げするのではなく、各事業の地方負担額を合計し、地方公共団体の
　　　　　　　　　　　標準税収入に応じて一部を国が負担）

※激甚災害の措置は、いずれも一定以上の被害が生じた場合に適用され、その程度、範囲等は政令で定める基準に基づく。

https://www.bousai.go.jp/pdf/241030_seirei_01.pdf
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https://www.bousai.go.jp/pdf/241030_seirei_02.pdf

「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の
豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対
し適用すべき措置の指定に関する政令」について

令和 6年10月30日 内閣府政策統括官（防災担当）

　「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に
関する法律」に基づき、別紙のとおり、当該災害を
激甚災害として指定し、併せて当該災害に対する適
用措置を指定する政令が10月25日（金）に閣議決定さ
れ、本日（10月30日（水））公布・施行されましたの
で、お知らせいたします。

※当該災害は、令和 6年10月 ５ 日及び10月11日に「令
和 6年 9月20日からの大雨による災害」として激
甚災害の指定見込みを公表したものです。また、
適用措置については、上記見込み公表から変更あ
りません。

1 ．激甚災害の指定
　令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の
豪雨による災害
（※令和 6年 9月20日からの大雨による災害）

２ ．適用措置の指定
 【本激】
①　公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財
政援助（法第 3条、第 4条）
　公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土

木施設災害復旧事業費国庫負担法等の根拠法令等に
基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。
（過去 ５カ年の実績の平均では公共土木施設等は70
％→83％に嵩上げ）

３ ．スケジュール
　10月25日（金）　閣議決定
　10月30日（水）　公布・施行

激甚災害指定により適用される措置の概要　
（第 ３・ ４条）公共土木施設災害復旧事業等

＜通常の災害時の措置＞　（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等）
○公共土木施設（河川・海岸・砂防設備・道路・港湾・漁港・水道・下水道・公園等）、公立学校、公営住宅、生活保護・
児童福祉・老人福祉・障害者福祉等の施設の災害復旧事業、都道府県等が行う感染症予防事業、流入した土砂等や浸水
の排除事業等が対象
○公共土木施設災害復旧事業では、復旧費用の自治体の標準税収入に対する割合に応じ、段階的に国庫負担率を嵩上げ
○補助率　　7０％（地方負担分への交付税措置を加えると9８.５％）
　　　　　　　　（過去 ５カ年の実績の平均）

＜激甚災害指定時の措置＞
○補助率等を嵩上げ　　7０％ ⇒ ８３％（地方負担分への交付税措置を加えると99.２％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（過去 ５カ年の実績の平均）
　 ※プール計算方式　（個別事業ごとに補助率を嵩上げするのではなく、各事業の地方負担額を合計し、地方公共団体の
　　　　　　　　　　　標準税収入に応じて一部を国が負担）

※激甚災害の措置は、いずれも一定以上の被害が生じた場合に適用され、その程度、範囲等は政令で定める基準に基づく。

https://www.bousai.go.jp/pdf/241030_seirei_02.pdf
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　令和 6年台風第10号の暴風雨等により多くの公共土木施設が被災しています。
　このため、被害件数が多い地方公共団体における災害復旧事業の災害査定について、設計図書の
簡素化や書面査定を行う対象の拡大により、査定に要する時間や人員を大幅に縮減し、迅速な災害
復旧を支援します。

　

いのちとくらしをまもる 防災減災 令和６年台風第10号関連

令和 ６ 年台風第10号の暴風雨等により
被災した道路・河川等の迅速な復旧を支援
～設計図書の簡素化や書面査定の上限額引上げにより、

災害査定を効率化します～
令和 6年10月 4 日 水管理・国土保全局防災課

＜対象区域＞
　岩手県、静岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県

＜災害査定の効率化＞
○設計図書の簡素化
・既存地図や航空写真、代表断面図を活用すること
で、測量・作図作業等を縮減する。
・土砂崩落等により被災箇所へ近寄れない現場に対
し、航空写真等を用いることで、調査に要する時
間を縮減する。

○書面による査定の上限額の引上げ
・書面による査定の上限額を通常の１,０００万円未満
から以下のとおり引き上げる。
岩　手　県：3,５００万円以下
静　岡　県：4,０００万円以下
大　分　県：１,9００万円以下
宮　崎　県：2,５００万円以下
鹿児島県：2,１００万円以下

○現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引上
げ
・現地で決定できる災害復旧事業費の上限額を通常
4億円未満から以下の金額に引き上げる。

　　 6億円未満

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000307.html
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https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000308.html

　能登半島における 9月20日からの大雨による災害は、令和 6年能登半島地震からの復旧の最中に、
同一地域で再び激甚災害が発生した極めて特殊な災害であり、地震により被災した施設の中には、
大雨により、その被害が拡大したものも多数あることから、それぞれを個々の災害として捉えるの
ではなく複合的な災害と捉え、災害査定を一体的に実施していく必要があります。
　このため、今回初めて、二つの災害に対して統一した災害査定の効率化内容を適用することとし、
地方自治体に通知しましたので、お知らせします。
　設計図書の簡素化のほか、書面査定の対象及び現地で決定できる対象の拡大により、査定に要す
る時間や人員を大幅に縮減し、迅速な災害復旧を支援します。

　

いのちとくらしをまもる 防災減災 令和６年能登半島地震及び９月20日大雨関連

能登半島における ９ 月20日からの
大雨に係る災害査定を大幅に簡素化します
～令和 6年能登半島地震と ９月20日からの

大雨に係る災害査定の一体的運用～
令和 6年10月11日 水管理・国土保全局防災課

＜対象区域＞
　石川県

＜災害査定の効率化＞
○設計図書の簡素化
・既存地図や航空写真、代表断面図を活用すること
で、測量・作図作業等を縮減する。
・土砂崩落等により被災箇所へ近寄れない現場に対
し、航空写真等を用いることで、調査に要する時
間を縮減する。

○書面による査定の上限額の引上げ
・書面による査定の上限額を通常の１,０００万円未満
から以下のとおり引き上げる。
　水管理・国土保全局所管施設※１のうち水道除く
　　　： １億 4千万円以下※２

　水道：１2億円以下
　※ １　河川、海岸（港湾に係る海岸を除く。）、砂

防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊
防止施設、道路、水道、下水道。

　※ 2　地震による道路の路面に係る災害について
は、上記引上額を超える場合であっても、
机上査定とすることができる。

○現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引上
げ
・現地で決定できる災害復旧事業費の上限額を通常
4億円未満から以下の金額に引き上げる。

　水管理・国土保全局所管施設※１のうち水道除く
　　　：2５億円未満
　水道：１2億円未満

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000308.html
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今般の大雨による災害は、能登半島地震からの復旧の最中に発生した極め

て特殊な災害であることを踏まえ、地震と大雨による２つの災害査定
を一体として捉え、机上査定上限額などを地震・大雨ともに同
額まで引き上げ、混乱なく円滑に実施できるようにします。

地震災害と大雨災害における
災害査定の一体的な取り組み

※上表は石川県の河川・道路・砂防・海岸・下水道等の公共土木施設に適用。水道については、能登半島地震は厚
生労働省にて効率化の内容を決定しているため、他の施設の額とは異なる。
（水道：地震と大雨を共通の効率化の内容を適用する。机上査定上限額引上げ額：12億円、現地で決定できる
金額の引上げ額：12億円。）

効率化の内容

机机上上査査定定上上限限額額
のの引引上上げげ

現地査定を減らすことにより、
査定に要する時間・人員の減

現現地地でで決決定定ででききるる金金
額額のの引引上上げげ

現地で金額決定できる対象
が増えることによる復旧の
迅速化

大雨地震

上限額の
引上げを適用

上限額の
引上げを適用

上限額の
引上げを適用

上限額の
引上げを適用

通通常常はは個個々々のの災災害害毎毎にに効効率率化化のの内内容容をを適適用用

地震・大雨

1億億4千千万万円円

25億億円円

２２つつのの災災害害にに共共通通のの効効率率化化のの内内容容をを適適用用（（今今回回初初））

効率化の内容

机机上上査査定定上上限限額額
のの引引上上げげ
※※通通常常：：１１千千万万円円

現現地地でで決決定定ででききるる金金
額額のの引引上上げげ
※※通通常常：：４４億億円円
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　能登半島における令和 6年 9月20日からの大雨により、石川県の塚
つか

田
だ

川、珠
す

洲
ず

大
おお

谷
たに

川等において、
河道埋塞や施設損壊等が発生するとともに、土砂・洪水氾濫等により甚大な被害が生じました。
　これらの被災箇所について、今後の降雨等により二次災害のおそれが極めて高く、復旧対策に高
度な技術を要することなどから、石川県知事からの要請等を踏まえ、河川法第16条の 4及び砂防法
第 6条第 １項に基づく権限代行等の制度を活用し、国土交通省が県に代わって新たに緊急的な応急
復旧工事に着手します。

　

いのちとくらしをまもる 防災減災

能登半島での令和 ６ 年 ９ 月20日からの大雨に係る
応急復旧工事を県に代わって新たに着手します
～河川災害・土砂災害箇所における応急復旧工事の

国土交通省による権限代行等の実施～
令和 6年10月11日 水管理・国土保全局治水課

水管理・国土保全局砂防部保全課

（河川権限代行）
〇施工箇所
塚
つか

田
だ

川水系塚
つか

田
だ

川（石川県輪島市塚
つか

田
だ

町地先　他）
南
な

志
じ

見
み

川水系南
な

志
じ

見
み

川（石川県輪島市里
さと

町
まち

地先　
他）
町
まち

野
の

川水系町
まち

野
の

川（石川県輪島市町野町広
ひろ

江
え

地先　
他）
町
まち

野
の

川水系鈴
すず

屋
や

川（石川県輪島市町野町鈴
すず

屋
や

地先　
他）
珠
す

洲
ず

大
おお

谷
たに

川水系珠
す

洲
ず

大
おお

谷
たに

川（石川県珠洲市大
おお

谷
たに

町
地先）

〇工事の内容
河川管理施設の応急復旧、河道内堆積土砂の除去
等の河川工事

（直轄砂防）
〇施工箇所
　塚
つか

田
だ

川水系塚
つか

田
だ

川（石川県輪島市久
ふ

手
て

川
がわ

町地先）
〇工事の内容
ワイヤーネットの整備等の緊急的な砂防工事

（その他）
　上記のほか、国土交通省において、流域の地形状
況の把握を行うとともに、令和 6年能登半島地震を
受け、権限代行等により対策を進めていた河

か

原
わら

田
だ

川、
町
まち

野
の

川について、応急対策施設等が被災したため、
追加の対策を実施します。

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo05_hh_000226.html
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被災河川、土砂災害箇所における緊急対策等

護護岸岸崩崩壊壊応応急急復復旧旧
河河道道内内土土砂砂撤撤去去等等のの実実施施

対対策策箇箇所所位位置置図図 対対策策箇箇所所
）

）
③町野（まちの）川水系
（石川県輪島市）

土砂流出等で被災した箇所の緊急的な砂防工事
河道内土砂撤去等の応急復旧工事

）
④珠洲大谷
（すずおおたに）川水系
（石川県珠洲市）

河道内土砂撤去等の応急復旧工事

）
⑤河原田（かわらだ）
川水系

（石川県輪島市）

土砂流出等で被災した箇所の緊急的な
砂防工事、河岸侵食箇所の応急復旧工事等

河河川川権権限限代代行行

①塚田（つかだ）川水系 （石川県輪島市）

土砂・洪水氾濫等で被災した箇所の緊急的な砂防工事
河道内土砂撤去等の応急復旧工事

〇能登半島における大雨により、河川の埋塞や施設損壊、土砂・洪水氾濫等により被害が生じたため、流域の地
形状況の把握を行うとともに、早早急急にに対対策策をを行行うう必必要要ががああるる塚塚田田川川、、珠珠洲洲大大谷谷川川等等ににつついいてて、、石石川川県県かかららのの要要
請請等等をを踏踏ままええ、、新新たたにに権権限限代代行行ななどどにによよるる緊緊急急的的なな河河道道内内土土砂砂撤撤去去等等やや砂砂防防工工事事をを実実施施。。
○令和６年能登半島地震を受け、国により対策を進めていた河原田川、町野川について、応急対策施設等が被
災したため、追加の対策を実施。

直直轄轄砂砂防防/        河河川川権権限限代代行行）

） 直直轄轄砂砂防防/        河河川川権権限限代代行行 直直轄轄砂砂防防
/河河川川権権限限代代行行

）

護護岸岸崩崩壊壊応応急急復復旧旧
河河道道内内土土砂砂撤撤去去等等のの実実施施

町野川

鈴屋川

塚田川

護護岸岸崩崩壊壊応応急急復復旧旧
河河道道内内土土砂砂撤撤去去等等のの実実施施

②南志見
（なじみ）川水系
（石川県輪島市）

河道内土砂撤去等の応急復旧工事

南志見川 珠洲大谷川

護護岸岸崩崩壊壊応応急急復復旧旧
河河道道内内土土砂砂撤撤去去等等のの実実施施

①

③

【砂防】

直轄（今回配分箇所）

直轄（今回配分箇所）
（地形状況の把握）

塚塚
田田
川川

鈴鈴
屋屋
川川

珠珠
洲洲
大大
谷谷
川川

河河
原原
田田
川川

（（
市市
ノノ
瀬瀬
地地
区区・・
熊熊
野野
地地
区区））

（（
地地
震震
災災

河河
川川
権権
限限
代代
行行・・
直直
轄轄
砂砂
防防
工工
事事
箇箇
所所））

町町
野野
川川

（（
地地
震震
災災

直直
轄轄
砂砂
防防
工工
事事
箇箇
所所））

【河川】

直轄（今回配分箇所）

⑤
南南
志志
見見
川川

④

②

応応急急対対策策施施設設等等がが被被災災
緊緊急急的的なな砂砂防防工工事事のの実実施施

仮仮設設ブブロロッックク堰堰堤堤がが被被災災
緊緊急急的的なな砂砂防防工工事事のの実実施施

土土砂砂・・洪洪水水氾氾濫濫等等にによよるる被被災災
緊緊急急的的なな砂砂防防工工事事のの実実施施

新 新河河川川権権限限代代行行新

新 新
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https://www.hrr.mlit.go.jp/press/2024/10/241018noto%E3%83%BBkanazawa.pdf

○ 能越自動車道・のと里山海道（のと三
み

井
い

IC ～徳
とく

田
だ

大
おお

津
つ

IC）は、応急的な復旧を終えたところ
であり、カーブや勾配が急な箇所があります。
○ 冬期を迎えるにあたり、走行の安全性を高めるため、大規模被災箇所28箇所を中心に、カーブ
や勾配を緩やかにする集中工事を実施します。
○ 工事中は、夜間通行止めなどの通行規制を行います。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協
力をお願いします。

　

国道４７０号 能
のう

越
えつ

自動車道・のと里
さと

山
やま

海
かい

道
どう

冬期走行の安全性確保に向け、集中工事を行います
令和 6年10月18日 国土交通省北陸地方整備局能登復興事務所

国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所

【集中工事に伴う規制内容及び期間】
●夜間通行止め
・のと三井 IC～穴

あな

水
みず

IC：１１月下旬～１2月上旬
・穴水 IC～徳田大津 IC：１１月上旬～１2月上旬
※具体的な期間や時間帯は決まり次第お知らせします。
※今後の天候状況等により期間が前後する可能性があります。
※日中の片側交互通行についても随時行います。

【情報提供】
●規制の状況については、金沢河川国道事務所・
能登復興事務所のホームページの他、Ｘ（旧
Twitter）でお知らせします。

【その他】
●今回の工事による改善後も、カーブや勾配が急な
箇所が残るため、降雪時には通行止めを含む規制
を行う場合があります。

夜間通行止め期間
※今後の天候状況等により期間が

前後する可能性があります

11月下旬～
12月上旬

のと三井IC

穴水IC

穴水IC

徳田大津IC

11月上旬～
12月上旬

https://www.hrr.mlit.go.jp/press/2024/10/241018noto%E3%83%BBkanazawa.pdf
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冬冬期期にに向向けけたた工工事事ののイイメメーージジ

【【対対策策前前】】 【【対対策策後後（（イイメメーージジ））】】

急カーブ 急カーブの緩和

■のと里山海道（穴水IC～徳田大津IC）では、集中工事後もカーブや勾配が急な箇所が残るため、

以下の取組も行います。

●凍結防止剤散布装置、遠赤外線融雪装置の設置

●遠隔監視用webカメラの設置

●関係機関との情報共有、連携体制の強化

●降雪時の予防的な通行規制  など

【凍結防止剤散布装置のイメージ】

急勾配の緩和急勾配

【【対対策策前前】】 【【対対策策後後（（イイメメーージジ））】】

■■急急カカーーブブのの対対策策

■■急急勾勾配配のの対対策策
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公益社団法人 日本河川協会 参与　松田　芳夫

河川入門講座 �

河川環境（その ２）
―自然環境対策―

　わが国土は基本的に山地で平地が少ないのです
が、その平地での2000年以上にわたる農業開発や、
近代に入っての都市の拡大により、平地の自然環境
に富んだ土地すなわち樹林地、原野、低湿地などが
殆んど無くなりました。

　平地でかろうじて残っている、魚や鳥などの動植
物のいる自然に富んだ土地というと、河川くらいに
なってしまいました。
　下水道整備など水質汚濁対策が進み、河川の流れ
がきれいになると人々の関心が河川に向き、かろう
じて残された河川の敷地や流水の自然環境と、そこ
の生物の保護と回復を求める声が高まりました。

　反対が強く、難航していた利根川の「八ッ場ダム
事業」、長良川河口部の「長良川河口堰事業」など
では、自然環境の破壊というスローガンが人々の注
目を集めました。
　又、特別に水質が良いわけでもない高知県の四万
十川が、NHKの放送をきっかけに日本一の清流と
してもてはやされたのは、やはり時代の感覚を反映
していたのです。

　一方、都市部の河川では、河道の拡幅用地の取得
が困難なため、洪水対策の河川改修工事というと、
河岸をコンクリートの垂直護岸とし、あげくには河
底までコンクリートで覆う“三面張”などという工
法まで登場し、自然環境への留意どころではありま
せんでした。

　これは河川の荒廃の反面教師となり、河川改修に
コンクリートを使うな、コンクリートの塊のダムを
止めろという意見が高まり、ついには“コンクリー
トから人へ”といスローガンを掲げる政党まで現わ
れました。

　当時の旧建設省河川局も時代の趨勢と人々の要望
に応え、河川の自然環境の保全と回復を、河川管理
の重要な課題として積極的に取組むようになり、河
川環境改善の予算を確保したり、河川環境管理計画
を策定したりしました。
　又、従来とかく協力関係の薄かった自然生態分野
と土木・建設分野の、意思疎通と人的交流を図るた
め、「応用生態工学会」という学会の設立も応援し
ました。

　このような動きを法的にも裏付けようと、平成 9
年（1997）に河川法が改正され、従来の河川管理の
2大目的たる、災害の防止を図る「治水」と河川流
水の維持と利用を図る「利水」の 2つに加えて、新
しく河川環境の保全と利用を図る「環境」が第 3の
目的として明文化されたのです。

　その後、公共事業における環境重視の姿勢は、河
川以外の分野にも広がりつつあり、河川法の改正は
その先鞭をつけたものとして評価されます。
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（北陸・中国・四国）R6.6.25付 （北陸・近畿・九州・沖縄）

（東北・関東・近畿）（関東・北陸・四国） （北海道・中部・九州・沖縄）

（北海道・中部・中国）（東北・関東・九州・沖縄） （東北・中部・中国）

災害対策室長 企画専門官 課長補佐 課長補佐 防災企画官 防災課長 企画専門官 総括災害査定官 災害査定官 災害査定官

課長補佐 災害対策係長 地震防災係長 調整係長 企画係長 災害調整係長 総務係長 災害査定官 災害査定官 災害査定官

企画専門官 防災企画係長 地震防災係 計画係長 災害第一係員 非常勤 総務係員 災害査定官 災害査定官 災害査定官

管理係長 管理係員 専門調査官 災害第一係長

災害統計係員 災害統計係長

改良計画係長 災害第二係長

予算係長 企画専門官

課長補佐 調査係長 大臣官房付 改良技術係長 研修員

予算係員

災害分析官 法規係長 法規係主任 基準係長 審査係長

課長補佐 災害査定官 企画専門官 防災政策調整官 課長補佐

林（昌）

根　本

益　子

小　嶋 萩　原

吉　海
よし かい

中　山

津　島 白波瀬

業務継続計画評価
分析官

井　上 藤　村

西　木

磯　部 西　澤山　崎

灰　佐

安　田

小　川 平　塚

川　田

猪　子

上水樽

小山内

林 鈴　置

板　橋
いた はし

かわ しま

やま さき

こ

とうかいりん

じま

ます こ

にし

すず おき

き

い  の  こ

しら は せ

お さ ない

滝　本

長　町

秋　村

木村（圭）

丹　野

小　池

東海林 朝　山

阿　部 唐　澤

村　上 浅　井

前　原

川　嶋

箭　内

宮　下

松　葉 三　浦

佐　藤 猿　田

永　井 西　村

髙　橋

工　藤 冨　澤

災害対策室

西　田松　岡 田　澤中　沢 佐　野

飯　田

防 災 課 配 席 図 今回異動者：R6.11.1 現在（前回：R6.8.1現在（R6.10月号掲載））

かみみずたる

※（　） 書きは担当地区

はい さ
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協会だより

脇会長が山形県酒田市災害現地を訪問、
矢口明子市長と意見交換

　10月28日、当協会の脇会長が、災害復旧技術専門
家の金内剛氏、山科勝嗣氏と共に、令和 6年 7月25
日からの大雨により激甚な災害を受けた山形県酒田
市の被災現地を視察するとともに、矢口明子市長等
と意見交換しました。
　酒田市役所で、矢口酒田市長、菅原酒田市建設部
長、国土交通省酒田河川国道事務所鈴木所長、山形
県庄内総合支庁佐藤建設部長等から発災当日の状
況、復旧の進捗状況等をご説明いただき意見交換を
行い、荒瀬川被災現場で矢口酒田市長等と共に現地
視察を行いました。

　矢口市長（11月11日災害復旧促進全国大会の地方
代表意見要望発表者）からは、発災直後からの被災
全容把握、住民の安全確保、復旧工事の着手などの
他、国、山形県等の支援や取り組み等をご説明いただ
き、被災地の迅速な復旧への対応方法や支援体制な
ど、より効果的なあり方について話し合われました。
　次に、戸沢村蔵岡被災現場、新田川被災現場に向
かい、被災現地で国土交通省新庄河川事務所畑井副
所長、山形県最上総合支庁阿部建設部長等からご説
明をいただきながら現地を視察し意見交換を行いま
した。

酒田市役所で意見交換（左から時計回りに、鈴木酒
田河川国道事務所所長、矢口酒田市長、佐藤山形県
庄内総合支庁建設部長、菅原酒田市建設部長、土井
酒田市整備課長、脇会長）

荒瀬川被災現地を脇会長が視察、矢口酒田市長、山
形県、酒田市職員等が被災状況等を説明

荒瀬川被災現地を脇会長が視察、矢口酒田市長、山
形県職員等が被災状況等を説明

新田川被災現地を脇会長が視察、山形県職員等が被
災状況等を説明
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箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

<1> <37,000> <1> <37,000>

北 海 道  005,909,3 88 000,73 1 000,841 3 005,425,3 38 000,002 1

<1> <300,000> <1> <300,000>

)000,002()5()000,002()5(

]000,051[]1[]000,051[]1[

岩 手  683,651,8 912 000,003 1 683,493,7 402 000,724 31 000,53 1

宮 城  008,137 61 008,137 61

]000,75[]2[]000,75[]2[

秋 田  002,499,81 204 002,499,81 204

)000,98()2()000,98()2(

]071,459,4[]81[]000,3[]1[]071,159,4[]71[

山 形  958,562,66 722,1 000,3 1 958,262,66 622,1

福 島  508,034 4 622,872 1 975,251 3

栃 木  012,610,3 66 012,610,3 66

群 馬  005,632 01 005,632 01

]000,61[]1[]000,61[]1[

埼 玉  000,192 01 000,192 01

千 葉  005,461,1 51 000,056 11 005,415 4

)755,41()3()755,41()3(

]000,21[]2[]000,21[]2[

神 奈 川  825,761,1 14 825,761,1 14

>000,381,1<>71<>000,381,1<>71<

)000,04()5()000,04()5(

]043,422,1[]11[]043,912,1[]01[]000,5[]1[

新 潟  048,070,01 241 041,453,7 88 000,008 1 007,660,1 25 000,058 1

>000,894,4<>23<>000,894,4<>23<

)419,585()41()419,585()41(

]523,211,31[]79[]523,211,31[]79[

富 山  314,535,53 304 000,052 1 314,069,43 893 000,523 4

>875,248,97<>484<>875,248,97<>484<

)089,987,7()35()000,07()1()089,917,7()25(

]225,920,181[]413[]217,866,961[]672[]018,063,11[]83[

石 川  255,801,192,1 928,9 000,471 3 626,077,519 712,8 629,361,573 906,1

>000,06<>1<>000,06<>1<

)000,6()1()000,6()1(

]000,022[]2[]000,022[]2[

福 井  005,874,2 14 005,772,1 51 000,102,1 62

山 梨  000,415,1 71 000,65 4 000,854,1 31

(1) (9,900) (1) (9,900)

長 野  766,719,1 56 009,9 1 007,855 31 760,943,1 15

]000,51[]1[]000,51[]1[

岐 阜  788,637,4 111 005,378,1 93 000,06 1 783,308,2 17

静 岡  006,440,7 511 000,403,3 66 000,322 2 006,715,3 74

愛 知  000,308 12 000,308 12

]000,42[]2[]000,42[]2[

三 重  244,663,2 801 009,141,2 301 830,11 1 405,312 4

滋 賀  000,151 6 000,151 6

京 都  005,631 01 005,47 4 000,26 6

]000,01[]1[]000,01[]1[

兵 庫  005,954 13 005,101 41 000,853 71

奈 良  000,950,1 9 000,009 1 000,951 8

>000,5<>1<>000,5<>1<

和 歌 山  001,192,4 43 000,02 1 000,074,2 3 001,108,1 03

鳥 取  658,368 6 000,98 2 658,477 4

島 根  090,768,5 111 000,041 6 090,793,3 89 000,003,2 1 000,03 6

岡 山  870,236 49 033,263 75 847,962 73

広 島  045,049,1 951 006,996 55 049,042,1 401

)000,54()3()000,54()3(

]000,2[]1[]000,2[]1[

山 口  000,993,6 972 000,084 82 000,877,5 642 000,141 5

徳 島  005,305,1 13 000,996 21 000,831 7 000,005 1 005,661 11

]000,6[]1[]000,6[]1[

香 川  003,894 42 000,051 1 003,69 41 000,252 9

>000,051<>1<>000,051<>1<

愛 媛  009,567,1 621 005,804 43 006,858 75 000,802 4 008,092 13

高 知  004,627,3 441 000,426,1 17 000,233 41 000,31 1 004,757,1 85

]000,34[]1[]000,34[]1[

福 岡  009,919,2 36 004,476,1 92 000,052 1 005,599 33

佐 賀  000,694 51 000,341 4 000,052 1 000,301 01

)000,81()1()000,81()1(

長 崎  007,382,1 36 005,48 51 007,847 43 000,053 1 005,001 31

熊 本  828,444,3 702 027,743,1 78 789,470,1 89 000,075 3 121,254 91

]000,857[]9[]000,854[]7[]000,003[]2[

大 分  442,644,42 569 484,309,02 488 007,222,3 17 060,023 01

)000,57()5()000,53()4()000,04()1(

]000,3[]1[]000,3[]1[

宮 崎  000,584,21 203 005,025,8 962 000,915 31 000,302 5 000,000,2 2 005,242,1 31

>000,674<>5<>000,57<>2<>000,104<>3<

]000,61[]1[]000,61[]1[

鹿 児 島  009,593,01 134 009,796,3 761 054,851,5 332 000,626 6 006,292 2 059,026 32

]000,05[]1[]000,05[]1[

沖 縄  000,929 6 000,929 6

)204,795()41()204,795()41(

]351,954,8[]14[]351,954,8[]14[

新 潟  480,253,31 163 480,253,31 163

静 岡  000,011 2 000,04 1 000,07 1

浜 松  000,286 21 000,934 9 000,342 3

)000,05()1()000,05()1(

北 九 州  000,05 1 000,05 1

>875,155,68<>345<>000,733<>2<>000,57<>2<>875,431,68<>835<>000,5<>1<

)357,025,9()801()009,9()1()755,942()21()000,331()5()692,989,8()78()000,931()3(

]015,161,012[]805[]000,3[]1[]000,486[]61[]000,953[]5[]035,976,291[]624[]089,534,61[]06[

2 1,050,000 3,777 474,472,251 24 11,958,682 3 148,000 9,096 973,824,763 1,320 42,205,965 2,214 57,419,048 6 749,900 16,442 1,561,828,609 

直 轄 計  327,018,65 44 468,908,55 93 958,000,1 5

合 計 2 1,050,000 3,782 475,473,110 24 11,958,682 3 148,000 9,135 1,029,634,627 1,320 42,205,965 2,214 57,419,048 6 749,900 16,486 1,618,639,332 

※上段（   ）内書は、公園分、［　　］内書は、水道(令和6年4月以降)・下水道分、<　　>内書は、港湾･港湾に係る海岸分である。 注意書き

補助計

合 計冬 期 風 浪 及 び 風 浪 豪 雨 地 す べ り 融 雪 地 震 梅 雨 前 線 豪 雨 台 風 そ の 他

令和 6年　発生主要異常気象別被害報告 令和 6年 9月3０日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2回（15日、月末）国土交通省HPで公表。最新は下記をクリック
　http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html
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